
 

 

 

法学部法律学科 教育課程編成・実施の方針 
 

 

 

 

法学部法律学科は、法学（すなわち、法律学及び政治学の両分野）に関する教育研究を

行う学部であり、建学の精神における四大綱の「ルールを守る」人物を育成するという目

的を達成するために最も相応しい学部です。 

法学部法律学科は、「教育研究上の目的（理念・目的）」に掲げたとおり、確固たる遵法

精神を持ち（「ルールを守る」）、協調性及び社会性に富み（「チームワークをつくる」）、他

者の存在及び意見を尊重し（「相手に敬意を持つ」）、最善かつ不断の努力を惜しまない

（「ベストを尽くす」）人物の育成を教育研究上の目的としています。 

 

Ⅰ．教育課程の編成の二本柱 

  法学部は、以上の教育研究上の目的を達成するため、「全学共通科目」と「学部固有

科目」を大きな柱として、教育課程（＝カリキュラム）を編成しています。 

１．「全学共通科目」 

   「全学共通科目」は、教養的知識を提供することにより、法学部生が、幅広い深い

教養と総合的な判断力を培うとともに、論理的思考能力とコミュニケーション能力

を培うことを目的とする科目群です。 

２．「学部固有科目」 

   「学部固有科目」は、法学部が、法学（法律学及び政治学）に関する専門的知識を

提供することにより、法学部生が、社会の変化や文化の発展に対応しつつ、既存又

は新規の課題発見能力及び解決能力を身につけることができるようになることを目

的とする科目群です。 

 

Ⅱ．「学部固有科目」の構成と特色 

１．「学部固有科目」の構成 

 

（１）．「必修科目」 

1年次に配当されています。「法学の基礎」は、「専門科目」のうち「基幹科目」・



「展開科目」を受講するための基礎を身につけるための初年次教育科目です。また、

「キャリア形成の基礎」は、将来目標とする職業に就いて理想的な社会人生活を送る

ためのキャリア教育科目です。 

（２）．「専門科目」 

 「専門科目」は、「基礎科目」、「基幹科目」、「展開科目」から構成されています。 

 DPに掲げた学修成果との関連性は以下のとおりです。 

①．「基礎科目」 

    DPに掲げた 6つの学修成果のうち、主に、「１．法学に関する基礎知識を修得する

ことにより、身近な事例を法学的視点から捉えることができる」ことを目的とする

科目で、主に、1年次に配当されています。 

②．「基幹科目」 

    DPに掲げた 6つの学修成果のうち、主に、「２．法学に関する応用知識を体系的に

修得することにより、発展的な問題に対して法学的視点から取り組むことができ

る」こと及び「３．法学的思考を身につけることにより、様々な物事を論理的、客

観的、批判的、かつ公正に自らの頭で考えることができる」ことを目的とする科目

で、主に、2年次に配当されています。 

③．「展開科目」 

    DPに掲げた 6つの学修成果のうち、「４．法学的思考に基づいて、多様な事象の中

から新たな課題を発見し、その解決方法を考えることができる」、「５．法学的思考

に基づいて形成した自らの意見を、思考の過程とともに他者に示し、説得すること

ができる」及び「６．法学特有のバランス感覚及び倫理観を基に、他者と協調しな

がら、法学に関する知識と技能を実社会において応用する素地を形成することがで

きる」ことを目的とした科目で、主に、3年次・4年次に配当されています。 

（３）．「関連科目」 

    「経済・経営」は、法学と密接に関係しているため、法学をより深く理解するため

に、履修することが強く推奨されます。また、「実践科目」として、キャリア教育

の一環としての「インターンシップ」（3年次配当）が設けられています。さらに、

総合大学としてのスケールメリットを活かし、各自の興味により学部横断的に異分

野の科目を履修することにより、幅広く学修を進めることができます。 

 

２．特色ある専門科目 

①．「入門科目」 

    講義科目として「民法入門」、「刑事法入門」、「政治学入門」が設けられており、法

学の専門知識を修得していくための導入教育として位置付けられています。 

②．「入門演習」 

    1年次に配当されていて、大学教育における能動的・主体的な学修への円滑な移行



を助けるための導入教育として位置付けられています。また、2年次配当の「基本

演習」、3年次配当の「専門演習Ⅰ」、4年次配当の「専門演習Ⅱ」と履修すること

により、4年間継続してゼミナールに所属できることが本学部の特長です。 

 

☆．「法実践プログラム」 

  実務家による講義・演習で「使える場を意識した」法学教育の実現を目標とする科目

です。「講義科目」としての「法実践講義」、「演習科目」としての「法実践演習」があ

ります。 

☆．「先端研究プログラム」 

   大学における最新の法学研究の成果について講義する「先端研究講義」、通常の演

習科目では扱わない高度な研究テーマについて少人数クラスで掘り下げて学修する「先

端研究演習」があります。 

 

３．授業の方法 

①．講義 

教員が、独自に、予め公表した「授業計画（シラバス）」と「学修到達目標」に基づ

いて、授業を展開しています。 

   通常の口頭による授業では、以下の点に留意して、授業しています。 

   (ⅰ) よく聞き取れる声 

  （ⅱ）教科書、板書、配布資料、視聴覚教材の効果的な使用 

  （ⅲ）学生の理解度やレベルへの配慮 

  （ⅳ）授業内容と学修目標の適切な対応 

  （ⅴ）新しい知識、技術、能力の修得 

②．演習（ゼミナール） 

   少人数の学生を対象に、学生と教員、学生と学生が、お互いにディスカッション・デ

ィベートにより双方的な質疑討論を行わせて、研究を進め、知識を修得していく授業形

態です。 

 

４．学修成果の評価 

  教員が、独自に、DPに掲げた学修目標の到達を的確かつ適切に評価する方法（定期試

験、レポート、確認テスト、平常点等）を考え、その方法に基づいて、厳正な成績評価を

行っています。 

 

 


